
寄
附
者
へ
の
返
礼
品
と
し
て

商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
ご
提
供
し

て
い
た
だ
け
る
事
業
者
を
募
集

し
ま
す
！

香
南
市
で
は
、ふ
る
さ
と
納

税
を
通
じ
て
、香
南
市
の
魅
力

や
特
産
品
の
Ｐ
Ｒ
を
図
り
、事

業
者
の
販
路
拡
大
、地
域
産
業

の
活
性
化
を
目
指
し
て
い
ま

す
！
一
緒
に
香
南
市
を
盛
り
上

げ
ま
し
ょ
う
！ふるさと納税サイトに事業者の名前と

商品が掲載されます。

1兆円規模の市場への新たな販路
拡大が可能です。

商品の発送時の送料は自治体が負
担します。

自治体等が行い、負担は発生しません。

市税の滞納のない証明書発行以外の
費用は基本的に発生しません。

・市内で生産されたもの
 （野菜や果物、水揚げされた魚など）

・原材料の主要な部分が市内で生産されたもの
 （香南市産のみかんを100％使用したジュースなど）

・製造、加工、その他の工程のうち、主要な部分を市内        
で行うことにより、相応の付加価値が生じているもの       
 （香南市内で製造されたお菓子や加工食品など）

・その他、総務省の定める地場産品基準のいずれか    
  に該当するもの。「工業製品」や「アクティビティ（体験  
  チケット）」も掲載可能です！

香
南
市
未
来
人
材
育
成
奨
学

金
返
還
助
成
事
業
で
は
、市
内
に

住
所
を
有
し
、か
つ
市
内
事
業
所

で
働
く
方
、市
内
で
起
業
す
る
方

な
ど
を
対
象
に
奨
学
金
の
返
還

を
一
部
助
成
し
て
い
ま
し
た
が
、

令
和
７
年
度
よ
り
、市
外
事
業
所

で
働
く
方
や
、市
外
で
起
業
す
る

方
、第
１
次
産
業
に
従
事
す
る
方

も
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

対象者

助成金額

助成期間

拡充前 拡充後

令和２年４月１日以降に香南市
に事業所を有する事業主（第１
次産業を除く個人または法人等）
に正規雇用され継続して勤務す
る者または令和２年４月１日以
降に本市において起案、事業を
継続する者（第１次産業を除く）

市内に住所を有し、市内外において、
現に正規雇用として就業している者、
または起業し、事業を継続する者（第
１次産業を含む）

奨学金の
返還助成事業を
拡充します

奨学金の
返還助成事業を
拡充します

前年度に返還した奨学金の２分
の１の額または市内に居住し、
就労した期間（１か月未満は切り
捨て）に10,000円を乗じた額の
いずれか少ない方の額

奨学金等の借入期間の２倍の期
間まで（最長８年）

・一般枠（市外就労者）：
 前年度の返還額（上限９万円）

・一般地域枠（市内就労者）：
 前年度の返還額（上限12万円）
※前年度の３月31日時点における就労地にて判断

奨学金等の借入年数の２倍の年数に
わたり交付申請をすることができる
（最大８回まで申請可能）

主な拡充内容主な拡充内容

・申請年度の前年度の４月１日に香南   
市に住所を有し、現に居住している者

・申請書を提出する日の属する年度の
４月１日時点の年齢が40歳未満であ
る者

・市税等の滞納がない者

・奨学金等の返還に滞納がない者

・他の奨学金返還助成制度の適用を
受けていない者

・初年度の申請日以後、８年以上継続し
て定住する意思がある者

※上記以外にも要件あり

市ホームページ

対象要件

■商工観光課　☎50-3013■商工観光課　☎50-3013■商工観光課　☎50-3013

■商工観光課　☎50-3013■商工観光課　☎50-3013■商工観光課　☎50-3013 市市市ホ市市市市市 ムペ ジジジジジジジジジジ

詳細はホームページをご覧になるか
商工観光課までお問い合わせください

市ホームページ

小学生たちの手で水辺の生き物を救出！

▲干上がった水路での救出作業

▲トサシマドジョウ

川干（水止め）期間中の水路で生き物の救出活動
かわひ

３月６日（木）、野市町西野周辺の用水路で、３４人の野市小学

校６年生による水辺の生き物の救出活動が行われました。

この活動は、救出を通じ生き物と触れ合うことで、楽しみながら

学ぶことを目的に、授業の一環として実施されました。干上がった

水路からは高知県の固有種「トサシマドジョウ」など多くの生き物が

救出され、水辺や水槽に移されました。子どもたちは「思った以上に

たくさんの生き物がいた」「助けられてよかった」と喜んでいました。

▲テープカットとくす玉割りで開通を祝いました

災害救助活動を体験！

▲総合演習の様子

体験型市民防災研修

３月１６日（日）、香我美市民館および香我美トレーニングセン

ターで体験型市民防災研修が実施されました。

香南市内の自主防災組織や防災士など、地域の方 ３々５人が

参加し、座学と実技を通して南海トラフ地震への備え、災害時の

行動や活動について学びました。

参加者からは「実際に体験することで災害時の具体的な行動

をより理解することができた」、「災害対策の自助・共助で、自分に

何ができるかを常に考えていきたい」などの感想が聞かれました。

待ちに待った開通！

３月１５日（土）、高知東部自動車道　南国安芸道路（高

知龍馬空港ＩＣ～香南のいちＩＣ）の開通式典が開催され

ました。高知職業能力開発短期大学校での屋内式典と高知龍馬

空港ＩＣ付近での現地式典が行われ、国・県・周辺自治体の関係

者（約１７０人）が出席しました。

雨天のため、当初予定されていた餅まきは残念ながら中止され

ましたが、現地式典では、南国市の中学生によるブラスバンド演奏

と香南市こどもよさこい連合会による演舞が披露されました。

高知東部自動車道　南国安芸道路
（高知龍馬空港ＩＣ～香南のいちＩＣ）開通式典

令和６年度高知県あったか観光マインド表彰
西川地区集落活動センター推進協議会が表彰されました！

▲表彰式は高知県庁で行われました

２月１０日（月）、県内観光地の美化活動や観光の振興に特に功

績がある団体等として、西川地区集落活動センター推進協議会

が「令和６年度高知県あったか観光マインド表彰」を受賞しました。

惜しまれながらも昨春をもって西川花公園は閉園しましたが、

長らくの公園整備活動と、アサギマダラの観察会などの活動を継

続されていることから、香南市観光協会の推薦を受けて表彰され

たものです。同協議会は、今後も多くの皆さんを温かくもてなすイ

ベント活動を行っていくとのことです。

※高知県希少野生動植物保護条例により、トサシマドジョウの捕獲等は禁止され

ています。本活動は個体の保護等の目的で事前に許可を得て実施されました▲トサシマドジ ウ

高知龍馬
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